
款 ３． 項 １．

補正額(千円)

１． 269,620 【事業内容】

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に

家計への影響が大きい低所得世帯（①令和５年度住民税非課税世

帯、②生活保護世帯、③家計急変世帯）に対し、１世帯あたり３

万円の給付金を支給する。

【補正理由】

　物価高騰に直面する低所得世帯に対し、経済的支援を行うため

給付金の支給に必要な経費を計上するもの。

【積算根拠】

　・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

　内　訳

　①　住民税非課税世帯

　　（対象世帯：8,000世帯×30千円）

　②　生活保護世帯（①以外）

　　（対象者世帯：600世帯×30千円）

　③　家計急変世帯

　　（対象者世帯：100世帯×30千円）

　・給付金システム作成業務委託料

　・給付金確認書等発送業務委託料

　・事務費（印刷製本費、郵便料、振込手数料等）

6,620

1,400

600

千円261,000

240,000

18,000

3,000

食 料 品 等 価 格

【新型コロナ】

高 騰 重 点 支 援

給付金給付事業

［ 新 規 ］

令和５年度　一般会計補正予算（第２号）主要事業一覧表

民 生 費 社 会 福 祉 費

目 事務・事業名 主 要 な 事 務 ・ 事 業 の 説 明

社 会 福 祉 電 力 ・ ガ ス ・

総 務 費
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款 ３． 項 ２．

補正額(千円)

２． 68,574 【事業内容】

　食費等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が

大きい低所得の子育て世帯及びひとり親世帯に対し、１８歳以下

の子ども１人あたり５万円の給付金を支給する。

【補正理由】

　物価高騰に直面する低所得の子育て世帯及びひとり親世帯に対

し、経済的支援を行うため給付金の支給に必要な経費を計上する

もの。

【積算根拠】

　・子育て世帯生活支援特別給付金

　内　訳

　①　児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯）

　　（対象者数：600人×50千円）

　②　①以外の住民税非課税の子育て世帯

　　（対象者数：550人×50千円）

　③　①及び②の対象とならないひとり親世帯

　　（対象者数：200人×50千円）

　・事務費（事務用品、郵便料、振込手数料等）

30,000

27,500

千円

1,074

10,000

児 童 措 置 費 子 育 て 世 帯

生 活 支 援

特 別 給 付 金

民 生 費 児 童 福 祉 費

目 事務・事業名 主 要 な 事 務 ・ 事 業 の 説 明

［ 新 規 ］

給 付 事 業

【新型コロナ】

67,500
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